
株式会社 JALグランドサービス札幌

　【流動資産　　　　　　　】 (468,453,106) 　【流動負債　　　　　　　　】 (212,093,268)

　現金及び預金 2,334,449 　営業未払金 30,458,725

　営業未収入金 182,823,975   未払費用 98,082,279

　未収還付法人税等 9   未払法人税等 230,000

　前払費用 9,586,210   未払消費税等 78,657,563

　短期貸付金 238,875,841   預り金 4,664,701

　1年内回収長期貸付金 28,929,976

　立替金 5,902,646

　【固定資産　　　　　　　】 (518,338,433) 　【固定負債　　　　　　　　】 (502,214,543)

　（有形固定資産） (1,473,995) 　退職給付引当金 502,214,543

　建物 1,150,000

　減価償却累計額 △ 777,630

　工具器具備品 3,612,279 　負債の部合計 714,307,811

　減価償却累計額 △ 2,510,654

　【株主資本　　　　　　　　】 (272,483,728)

　（無形固定資産） (51,000) 　　 【資本金　　　　　　　　】 (10,000,000)

　電話加入権 51,000 　　 【資本剰余金　　  　　】 (40,000,000)

       資本準備金 40,000,000

　（投資その他の資産） (516,813,438) 　　 【利益剰余金　　　　　】 (222,483,728)

　繰延税金資産（固定） 288,793,410        利益準備金 4,190,000

　長期前払費用 124,500 　　　(その他利益剰余金) (218,293,728)

　長期貸付金 110,123,410 　　　 別途積立金 56,600,000

　前払年金費用 117,612,118 　　　 繰越利益剰余金 161,693,728

　その他の投資 160,000

　純資産の部合計 272,483,728

　資産の部合計 986,791,539 　負債・純資産の部合計 986,791,539

純　資　産　の　部

貸　　借　　対　　照　　表
2023 年3月 31日　現在

　　　単位：　　円

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

科　　　目 金　　額 科　　目 金　　額



株式会社ＪＡＬグランドサービス札幌

【　重要な会計方針に係る事項に関する注記　】

1.　固定資産の減価償却の方法

　　(1)　有形固定資産（リース資産を除く）
　1998年4月1日以降に取得した建物および2016年4月1日以降に取得した建物付属設備
及び構築物については定額法、それ以外のものについては定率法を採用しております。

(2)　無形固定資産（リース資産を除く）
　　　減価償却の方法は、定額法によっております。

(3)　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

2.　引当金の計上基準
(1)　退職給付引当金

3.　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 収益の計上基準

(2) 費用の計上基準
　 　費用については、発生主義により認識し計上しております。

【　株主資本等変動計算書に関する注記　】

1.　当事業年度末における発行済株式数
前事業年度末 当事業年度 当事業年度 当事業年度末

の株式数 増加株式数 減少株式数 の株式数
普通株式 260 株 － － 260 株

2.　配当に関する事項

　個　　別　　注　　記　　表　
自 2022年 4月 1日　至 2023年 3月 31日

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
　なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引のう
ち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前の
ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（15
年）による定額法により按分した金額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

　当社は、株式会社JALグランドサービスからの受託契約に基づく航空輸送に付帯するサービスを提
供しており、役務提供完了の時点で収益を認識しております。

株式の種類

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。


